
三郷市福祉事務所 　障がい福祉課　048-953-1111（代表）　　給　付　係   048-930-7779（直通） 　障がい福祉係　048-930-7778（直通）
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△ △ △
保険適用分の医療費が申請により返ってくる制度。65歳以上で初めて手帳を取られた方は対象外。

所得制限あり。

△ △
２級以上の在宅障がい者の方に支給される手当。(市民税を払っている方、他の手当をもらっている

方、施設入所者を除く)

△
在宅障がい者で特別の介護を必要とする方に支給される手当。

専用の医師の診断書が必要。※ 所得制限あり

病院等に３か月以上入院している

方や施設入所者を除く。

△ △ 在宅重度障がい児（20歳未満）に支給される手当。(施設入所者を除く)　※所得制限あり

△ △ △ 20歳未満の障がい児を家庭で扶養している保護者(生計の中心となる方)に支給。※所得制限あり

〇 〇 △
障がい者(児)が県内のタクシーに乗る場合、基本料金を補助する券を年34枚支給。または1,000円の

燃料費を補助する券を年17枚支給。３級は下肢、体幹機能障がいのみ。

△ △ △

障がい者の保護者が死亡または重度の障がいの状態になった場合、その障がい者が年金を受け、生活

の安定及び将来に対する保護者の不安を軽減する制度。県内に住所を有する６５才未満の保護者で、

将来独立自活することが困難な障がい者を扶養している方。

〇 〇 〇 △

所得に応じて医療費負担が１割または３割になる。１か月の医療費に限度額が設定される。75歳以

上の方が対象だが手帳所持者の方は65歳から認定を受けられる場合がある。(４級は音声・言語、下

肢機能障がいの一部)

国保年金課

高齢者医療係

△ △ △ △ △ △
病気やけがによって生活や仕事が制限される場合、一定の条件を満たしている方は現役世代であって

も年金を受け取ることができる。
国保年金課　年金係

〇 〇 〇 〇 〇 〇

第一種(要介護)…全線５割引(本人及び介護者)

第二種…片道100ｋｍ以上利用する場合半額

(第一種でも単独で乗車した場合は第二種扱いとなる)

各鉄道窓口 各鉄道会社により違いあり

〇 〇 〇 〇 〇 〇
第一種(要介護)…５割引(本人及び介護者)

第二種…５割引(本人のみ)※ただし12歳未満の児童は介護者も適用
各 バ ス 会 社 営 業 所

各バス会社により違いあり

乗降時に手帳を見せる

〇 △ △ △
第一種(要介護)…2.５割引(本人及び介護者)

第二種…2.５割引(本人のみ)
各 航 空 会 社 営 業 所 各航空会社により違いあり

〇 〇 〇 〇 〇 〇
障がい者(児)がタクシーを利用する場合、手帳を見せると料金の割引がある。

(メーター表示の１割引)
埼 玉 県 乗 用 自 動 車 協 会

埼 玉 県 乗 用 車 自 動 車 協 会

０ ４ ８ － ８ ６ ３ － ６ ４ ３ １

△ △ △ △ △ △
就労に伴い本人が運転をする自動車の装置の一部を改造する必要がある場合に経費の一部を補助す

る。最高10万円まで。

障がい福祉課

障がい福祉係

〇 〇 △ △ △ △

障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付

し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の

適用利用を推進する制度。

障がい者・難病患者：障がい福祉課

高齢者等：長寿いきがい課

妊産婦：子ども家庭センター

けが人等：ふくし総合支援課

障がい福祉係直通：９３０－７７７８

長寿いきがい係直通：９３０－７７８８

子育て支援ステーション直通：９３０－７８２７

地域福祉係直通：９３０－７７７５

心身障害者扶養共済制度

障がい福祉課　給付係

埼 玉 県 思 い や り 駐 車 制 度

（ パ ー キ ン グ ・ パ ー ミ ッ ト 制 度 ）

特 別 児 童 扶 養 手 当

福祉タクシー利用券または

自動車燃料費助成券の交付

タ ク シ ー 料 金 の 割 引

自 動 車 改 造 費 補 助

備考

重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成

在 宅 重 度 心 身 障 害 者 手 当

特 別 障 害 者 手 当

障 害 児 福 祉 手 当
専用の医師の診断書が

必要な場合あり。

身体障害者手帳で利用できる制度

チェック 制度名
手帳の等級

制度内容等 窓口

後 期 高 齢 者 医 療 制 度

国 民 年 金 法 障 害 基 礎 年 金

旅 客 運 賃 の 割 引

民 営 バ ス 運 賃 の 割 引

国 内 線 航 空 運 賃 の 割 引



1 2 3 4 5 6

全額免除…世帯員全員が市民税非課税の場合

半額免除…①視覚または聴覚障がいで世帯主かつ契約者

　　　　　②重度(１、２級)の障がい者で世帯主かつ契約者

〇 〇 〇 〇 〇 〇
障がい者本人が納税者の場合、または納税者が障がい者を扶養している場合に障害者控除を受けられ

る。

税務署（所得税）

市民税課 市民税係（住民税）

※給与から住民税、所得税を徴収さ

れている場合は勤務先の給与係

越谷税務署：048-965-8111

市民税課市民税係：048-930-7706

障がいのある人または同一の生計にある人が納税義務者及び運転者の場合に限る。

※軽自動車については市役所が減免申請窓口であり毎年申請が必要。

※普通自動車は県税事務所が減免申請窓口。

市民税課　諸税係

県税事務所

自動車税事務所

越谷県税事務所

０４８－９６２－２１９１

日常生活に必要な用具の給付費を助成する。世帯の所得状況に応じて自己負担が生じる。

日常生活用具…手すり、特殊寝台、シャワーチェア等

補装具…車いす、補聴器、装具等(主にオーダーメイドで作製するもの)※所得制限あり

※介護保険が優先。

△ △ 下肢、体幹障がい限定。居宅を生活しやすいように改善する場合に、経費の一部を補助。
※介護保険が優先。

利用は１回限り。

△ △ △ △ △ △
ヘルパー支援や就労支援等。１割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定により利用料を負

担することになる。
※介護保険が優先。

第一種(要介護)…本人・介護者どちらが運転していても５割引。本人が乗っている場合に限る。

第二種…本人運転の場合のみ５割引

障がいの程度を軽くしたり、進行を防ぐことに必要となる医療。原則１割負担。所得により負担上限

額が異なる。例…人工透析療法、抗免疫療法、心臓手術など。

視覚・下肢 〇 〇 〇 △

聴覚 〇 〇

平衡 〇

上肢 〇 △

体幹・免疫 〇 〇 〇

運動機能　（上肢機能） 〇 △

運動機能　（移動機能） 〇 〇 〇 〇

心臓・じん臓・呼吸器・

肝臓・ぼうこうまたは直腸
〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
医療機関名や服薬内容等を記入した医療情報用紙を専用の容器に入れ、冷蔵庫内で保管をする。

緊急時に救急隊が、用紙に記入した情報を搬送先の医療機関に伝えるなどの活用をする。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 緊急時や災害時において必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのマーク。携帯して利用。

駐 車 禁 止 区 域

適 応 除 外 許 可 証 の

発 行

駐車禁止区域でも他の交通の妨げにならない範囲で駐車が可能な許可証を発行。

※詳細については、事前に警察署にお問い合わせください。

※交付は個人に対してとなります。

※手帳のコピーが必要となります。

吉川警察署

交通課

所 得 税 ・ 住 民 税 の 控 除

自 動 車 税 減 免

障がい部位の個別等

級ごとに異なる

詳細は別紙参照

チェック

吉川警察署

０４８－９５８－０１１０

救 急 医 療 情 報 キ ッ ト
障がい福祉課

障がい福祉係

ヘ ル プ マ ー ク

重 度 障 害 者 居 宅 改 善 費 補 助

障 害 者 総 合 支 援 法 福 祉 サ ー ビ ス

有 料 道 路 割 引
自家用車(個人名義)

に限る

更 生 医 療 の 給 付 医学的判定が必要

障がい福祉課

障がい福祉係

日 常 生 活 用 具 ・ 補 装 具 の 給 付
障がいの部位や程度

により対象が異なる

備考

NHK 放 送 受 信 料 免 除 △ △ △ △ △ △

障がい福祉課

障がい福祉係

ＮＨＫ視聴者コールセンター

契約の申込みや転居について

０１２０ー１５１５１５

受診料について

０５７０－０７７－０７７

制度名
身障手帳の級

制度内容等 窓口


